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薄

葉
/
各
種
道
路
の
最
近
の
動
向
釀
嬢
。醸
謎
災
受
!
ー
,

各
種
道
路
事
業
の
概
要

｢道
路
｣と
は
、
通
常
、
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
施
設

2

土
地
改
良
法
等
に
基
づ
く
道
路

と
定
義
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
単
一
の
法
の
下
に
建
設
･

土
地
改
良
法
等
に
基
づ
く
道

と

管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
道
路
の
基
本
法
で
あ

る
道
路
法
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
か
、
種
々
の
法
律
に
基
づ

く
も
の
、
特
定
の
法
律
に
根
拠
を
持
た
な
い
も
の
が
あ
る
。

1

道
路
法
に
基
づ
く
道
路

道
路
法
上
の
道
路
に
は
、
高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国

道
、
都
道
府
県
道
、
市
町
村
道
の
四
種
類
が
あ
る
。

道
路
法
は
、
道
路
に
関
す
る
基
本
的
･
中
心
的
な
法
律

で
あ
り
、
道
路
の
種
類
、
路
線
の
指
定
及
び
認
定
、
管
理

方
法
、
費
用
負
担
方
法
、
監
督
等
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

ま
た
、
高
速
自
動
車
国
道
法
は
、
道
路
法
の
特
別
法
と

し
て
、
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
道
路
法
の
特
例
を
規

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

土
地
改
良
法
等
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
農
業
用
道

路

(い
わ
ゆ
る
農
道
)
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
基
幹
的
な
農
道
と
し
て
農
林
水
産
省
に
お

い
て
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税

財
源
身
替
農
道
(農
免
農
道
)
と
広
域
営
農
団
地
農
道
(広

域
農
道
)
と
が
あ
る
。
ま
た
、
農
用
地
整
備
公
団
法
に
基

づ
き
、
農
用
地
整
備
公
団
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
る
農

道
等
も
あ
る
o

3

森
林
法
に
基
づ
く
道
路

森
林
法
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
林
道
が

あ
る
。

林
道
は
、
森
林
の
開
発
･
保
全
を
目
的
と
し
て
森
林
地

帯
に
設
け
ら
れ
る
道
路
で
あ
り
、
法
律
上
の
明
確
な
定
義

は
な
い
が
、
森
林
法
、
林
業
基
本
法
、
森
林
開
発
公
団
法

に
お
い
て
、
そ
の
開
設
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

4

漁
港
法
に
基
づ
く
道
路

漁
港
法
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
漁
港
整
備
計
画
に

基
づ
く
漁
港
修
築
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
漁
港
施
設
と

し
て
の
道
路
が
あ
る
。

ま
た
、
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
漁
港
関
連
道

と
し
て
整
備
さ
れ
、
完
成
後
は
道
路
法
に
よ
る
道
路
と
し

て
道
路
管
理
者
に
引
き
継
が
れ
る
漁
免
道

(漁
港
関
連

道
)
が
あ
る
。

5

自
然
公
園
法
に
基
づ
く
道
路

自
然
公
園
法
に
基
づ
く
道
路
と
は
、
自
然
公
園
内
に
お

い
て
公
園
事
業
と
し
て
整
備
さ
れ
る
道
路
を
い
い
、
車
道
、



自
転
車
道
、
歩
道
が
あ
る
。

し
く
は
租
鉱
区
ま
た
は
そ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
、
開
発

(な
お
6
、
7
、
8
に
つ
い
て
は
、

一
九
九

一
年
七
月
号

及
び
採
掘
の
た
め
に
設
置
す
る
道
路
で
あ
り
、
性
格
的
に

を
参
照
さ
れ
た
い
。
)

6

道
路
運
送
法
に
基
づ
く
道
路

は
私
道
で
あ
る
が
、
土
地
の
使
用
、
収
用
権
を
付
与
さ
れ

道
路
運
送
法
に
基
づ
く
道
路
に
は
、
専
用
自
動
車
道
、

て

い
る
。

一
般
自
動
車
道
の
二
種
類
が
あ
る
。

専
用
自
動
車
道
は
、
自
動
車
運
送
事
業
者
が
も
っ
ぱ
ら

刊

法
定
外
公
共
物
と
し
て
の
道
路

自
ら
の
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と

法
定
外
公
共
物
と
し
て
の
道
路
は
、
一
般
的
に
里
道
ま

し
て
設
け
た
道
路
で
あ
り
、
一
般
自
動
車
は
、
も
っ
ぱ
ら

た
は
赤
道
と
い
わ
れ
て
お
り
、
道
路
法
等
の
適
用
の
な
い
、

自
動
車
の
交
通
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け

い
わ
ゆ
る
認
定
外
道
路
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ら
れ
た
道
路
で
専
用
自
動
車
道
以
外
の
も
の
を
い
う
。

=

特
別
法
の
関
与
し
な
い
私
所
有
権
に
基
づ
く
道
路

7

港
湾
法
に
基
づ
く
道
路

も
っ
ぱ
ら
私
人
の
財
産
権
の
行
使
と
し
て
管
理
さ
れ
る

港
湾
法
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
臨
港
道
路
が
あ
る
。

道
路
は
、
私
道
と
い
わ
れ
、
原
則
と
し
て
公
法
上
の
規
制

臨
港
道
路
と
は
、
臨
湾
地
区
内
に
お
け
る
臨
港
交
通
施

は
働
か
な
い
が
、
建
築
基
準
法
、
道
路
交
通
法
等
の
規
制

設
と
し
て
整
備
さ
れ
る
道
路
の
う
ち
、
港
湾
管
理
者
で
あ

は
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

る
港
湾
局
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
も
の
を
い

う
o

掟

そ
の
他

こ
れ
ら
の
道
路
に
つ
い
て
は
･

そ
の
制
度
、
目
的
、
整

嶬

8

都
市
公
園
法
に
基
づ
く
道
路

備
方
法
等
が
異
な
る
た
め
、
全
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
は

都
市
公
園
法
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
都
市
公
園
の

な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

効
用
を
全
う
す
る
た
め
に
園
内
に
設
け
ら
れ
る
園
路
が
あ

そ
こ
で
、
今
回
の
特
集
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
道
路

る
o

に
つ
い
て
の
認
識
を
よ
り
深
め
る
た
め
、
道
路
法
に
基
づ

鬮

く
道
路
以
外
の
2
-
5
の
道
路
の
概
要
に
つ
い
て
、
そ
れ

9

鉱
業
法
に
基
づ
く
道
路

ぞ
れ
の
担
当
部
局
に
解
説
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

鉱
業
法
に
基
づ
く
道
路
と
し
て
は
、
鉱
山
道
路
が
あ
る
。

鉱
山
道
路
は
、
鉱
業
権
者
ま
た
は
租
鉱
権
者
が
鉱
区
若



農
村
地
域
は
、近
年
過
疎
化
、高
齢
化
が
進
展
し
、
地
域

社
会
の
維
持
が
困
難
な
地
域
も
見
受
け
ら
れ
る
状
況
に
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
活
力
あ
る
農
村
地
域
社
会
を
形

成
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
食
料
の
安
定
的
な
供
給
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
生
産
性
の
高
い
高
能
率
農
業
や
収
益
性

の
高
い
高
付
加
価
値
農
業
の
展
開
が
可
能
と
な
る
よ
う
な

生
産
基
盤
の
整
備
を
通
じ
た
農
業
の
振
興
が
必
要
で
あ
り
、

同
時
に
都
市
部
と
比
較
し
て
立
ち
遅
れ
て
い
る
農
村
地
域

の
生
活
環
境
基
盤
等
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

特
に
、
農
道
整
備
事
業
は
、
農
村
地
域
住
民
の
発
意
と

申
請
に
基
づ
く
農
村
地
域
の
振
興
･
活
性
化
に
密
着
し
た

事
業
と
し
て
、
関
連
す
る
農
業
農
村
整
備
事
業
と
一
体

的
･
総
合
的
に
整
備
が
進
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

的 事 申 の 同 生 の す 成 る 社
･ 業 請 特 生 産 高 る し o 会 農

に ゞ に 基 い た 、 こ の 本寸

　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　

農
週
整
備
事
業
の
特
徴
と
概
要

特

集
/
者
種
進
路
の
最
近
の
動
向

道路舗装率 都市

76 ,4

/
、、、

、 し尿処理率

ノ
ノ 61 .3

、、、 98 .2 農村
/ 91.5 -

52 .0′ 42 4 -

/ l

道路改良率

′ !
′ 12.6 8.3 !

- -′ 78 .5
i 上水道普及率

98 .4 - ---" -- -- - ---"- ------- - - 97 .3
ごみ収集率 59.7

下水道等普及率

資料 :自治省 ｢公共施設状況調｣ (平成 6 年 3月末現在)
農村は ｢公共施設状況調｣ による ｢町村｣
都市は ｢大都市、 特別区、 中都市、 小都市｣

図 1 都市と農村の生活環境施設の整備状況

川

嶋

久

3,2

｢ 1 2.1
l
【壜

- 3.7

20分未満 40分未満 60分未満 90分未満 120分未満 120分以上 当宣
　アクセスタイム

市町村の中心的施設から交通拠点までのアクセスタイムが短
いほど、 人口の減少に歯止めがかかります。
資料 :農林水産省構造改善局調べ
(注) 都市近郊農業地域を除いた農業振興地域のある2,524市町村での集計。

交通拠点とは、 高速道路IC、 空港、 港湾など。
図 2 アクセスタイムと人口増減率



二

農
道
の
分
類

=

機
能

農
道
は
、
農
産
物
の
流
通
の
合
理
化
、
農
作
業
の
効
率

化
等
の
農
業
上
の
機
能
の
み
な
ら
ず
農
村
の
生
活
環
境
の

改
善
、
地
域
社
会
の
開
発
等
、
多
面
的
な
役
割
を
果
し
て

い
る
が
、
主
と
し
て
農
業
上
の
機
能
、
役
割
か
ら
分
類
す

る
と
次
の
よ
う
に
区
分
で
き
る

(図
3
)
。

整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
に
よ
っ
て
広
域

②

制
度

営
農
団
地
農
道
整
備
計
画
が
樹
立
さ
れ
て
い
る
。

農
道
の
整
備
を
事
業
内
容
に
含
む
事
業
制
度
は
、
数
多

く
設
け
ら
れ
て
お
り
、
農
道
を
整
備
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
農
道
の
目
的
、
関
連
農
業
基
盤
の
整
備
状
況
を
勘
案
し
、

最
も
適
切
な
事
業
に
よ
り
整
備
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
単
独
事
業
と
し
て
農
道
を
整
備
し
て
い
る
次
の
三
事
業

に
つ
い
て
述
べ
る
。

①

広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業

(広
域
農
道
)

相
当
広
範
囲
な
農
業
地
域
を
対
象
に
、
各
種
の
生

産
、
流
通
、
加
工
施
設
の
整
備
を
図
る
と
と
と
も
に
、

そ
の
効
果
を
十
分
発
揮
し
う
る
よ
う
、
生
産
、
集
出

荷
、
加
工
、
販
売
体
制
等
の
組
織
化
と
管
理
体
制
の

ミ＼
さ
ん

広域農道 (長崎県)

営
農
団
地
農
道
整
備
計
画
が
樹
立
さ
れ
て
い
る
。

広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
は
、
こ
の
広
域
営
農
団
地

整
備
計
画
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
事
業
主
体
と
な

っ
て
団
地
内
に
お
け
る
農
道
網
の
基
幹
と
な
る
農
道

を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
昭
和
四
五
年
度
に
創
設

さ
れ
た
。

②

農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業

(農
免
農
道
)

揮
発
油
税
が
昭
和
二
四
年
に
創
設
さ
れ
、
国
の
一

般
財
源
と
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
八
年
道
路
整
備

費
の
財
源
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

(現
在
の
道
路
整

備
緊
急
措
置
法
)の
制
定
に
伴
い
、本
税
の
収
入
額
は

農産物 ･農業資材等の広 - - - - 広域連絡道

農道十簾繊麗の農道 嚢鷲籍
営農団地を連絡する農道)

　　　　　　
末端農道
(農地に直接接する農道)

図 3 農道の分類

農免農道 (岩手県)



道
路
整
備
財
源
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
た
め
、｢農
林
漁
業
用
に
使
用
さ
れ
る
揮
発
油
に
つ

い
て
は
、
課
税
を
免
除
す
べ
き
で
あ
る
。｣と
の
世
論

が
昭
和
三
四
年
頃
か
ら
強
く
な
り
、
免
税
の
替
わ
り

に
免
税
相
当
額
を
財
源
と
し
て
、
昭
和
四
〇
年
度
に

事
業
が
創
設
さ
れ
農
業
を
振
興
す
べ
き
地
域
に
お
い

て
基
幹
と
な
る
農
道
の
新
設
及
び
改
良
を
実
施
し
て

い
る
。

表 1 農道整備事業の
整備実績(平成 5年度
まで)

事 業 名 整備延長(km)

広域膿道

緘
一般農道

㈱
農免農道

蠣
計 鯏

③

一
般
農
道
整
備
事
業

(
一
般
農
道
)

本
事
業
は
、
広
域
農
道
、
農
免
農
道
以
外
の
農
道

網
の
基
幹
と
な
る
農
道
の
整
備
を
行
う
も
の
と
し
て
、

昭
和
四
六
年
度
に
創
設
さ
れ
た
。

一般農道 (福島県)

三

農
道
の
特
徴

農
村
地
域
は
、
農
業
生
産
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
住
民

の
生
活
の
場
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
た
め
、

農
道
は
、
生
産
施
設
で
あ
る
と
同
時
に
生
活
施
設
と
い
う

基
本
的
性
格
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

=

制
度

農
道
は
、
他
の
農
業
農
村
整
備
事
業
と
同
様
に
、
土
地

改
良
法
に
基
づ
く
事
業
と
し
て
、
受
益
者
の
発
意
･
申
請

と
同
意
に
基
づ
き
事
業
が
実
施
さ
れ
る
。

ま
た
、
事
業
実
施
に
よ
る
経
済
効
果
が
投
資
額
を
上
回

り
、
し
か
も
農
家
負
担
金
が
農
家
経
済
か
ら
償
還
が
可
能

で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

さ
ら
に
、
農
業
施
策
の
中
で
の
総
合
性
が
必
要
で
あ
る
。

広
域
営
農
団
地
整
備
計
画
に
基
づ
く
広
域
農
道
の
路
線
計

画
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
路
線
の
設
定
等
に
際
し
て
、
農

業
用
施
設
の
立
地
や
農
地
の
区
画
等
と
の
一
体
的
な
施
工

な
ど
、
農
業
施
策
と
の
連
携
が
求
め
ら
れ
る
。

②

路
線
計
画

農
道
は
、
農
地
や
集
出
荷
施
設
等
を
連
絡
し
一
体
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
よ
う
路
線
の
配
置
を
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
。

道
路
の
機
能
の
う
ち
交
通
機
能
は
、
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
機

能

(移
動
性
機
能
)
と
ア
ク
セ
ス
機
能
(沿
道
の
土
地
等
へ

の
出
入
り
機
能
)
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
一
般
道
路
が
基
本
的
に
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
機

能
を
第
一
に
考
え
る
の
に
対
し
、
農
道
で
は
、
基
幹
農
道

か
ら
末
端
膿
道
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ア
ク
セ
ス
機
能
を

強
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
が
国
の
よ
う
に
傾
斜
地
に

分
散
し
て
い
る
農
地
が
比
較
的
多
い
と
い
う
条
件
の
下
で

は
、
よ
り
強
く
こ
の
機
能
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

農
道
の
線
形
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
設
計
速
度
や
カ
ー

ブ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
縦
断
勾
配
等
へ
の
配
慮
が
必
要
と
な

る
。
ま
た
、
農
業
機
械
等
の
農
地
へ
の
進
入
や
農
作
物
の

積
み
卸
し
等
の
農
道
自
体
の
農
作
業
空
間
と
し
て
の
機
能

も
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

構
造

農
道
は
、
地
域
の
幹
線
農
道
か
ら
農
作
業
道
ま
で
そ
の

用
途
に
応
じ
て
広
範
な
機
能
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
る
。



①

幅
員

農
道
は
ト
ラ
ッ
ク
等
の
高
速
自
動
車
と
ト
ラ
ッ
ク

等
の
大
型
の
農
作
業
機
械
の
低
速
車
輌
の
混
合
交
通

と
な
る
と
と
も
に
農
作
物
の
集
荷
、
肥
料
等
の
積
み

卸
し
等
農
作
業
空
間
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
か

ら
幅
員
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
特
質
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

②

舗
装

舗
装
構
造
は
交
通
量
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
が
、

農
道
は
一
般
道
と
比
較
す
れ
ば
相
対
的
に
交
通
量
は

少
な
い
。
こ
の
特
質
に
即
し
、
実
態
調
査
に
基
づ
い

て
低
交
通
量
の
領
域
で
一
般
道
路
に
な
い
細
区
分
を

設
け
、
地
域
に
適
合
し
た
き
め
の
細
か
い
設
計
を
可

能
に
し
て
い
る
。

③

そ
の
他

一
般
的
な
農
道
と
異
な
り
、
農
作
業
に
直
結
す
る

農
道
と
し
て
、
基
幹
農
道
か
ら
支
線
･
末
端
耕
作
道
、

さ
ら
に
は
軌
道
･
索
道
施
設
ま
で
を
含
め
た
樹
園
地

農
道
網
、
急
傾
斜
農
地
の
保
全
を
考
慮
し
た
水
兼
農

道
、
草
生
農
道
等
と
い
っ
た
特
殊
な
用
途
に
応
じ
た

構
造
を
持
つ
膿
道
も
必
要
で
あ
る
。

四

農
道
の
事
業
効
果

(図
4
)

の

直
接
効
果
の
算
定

農
道
整
備
事
業
の
直
接
的
な
経
済
効
果
と
し
て
は
、
走

行
経
費
節
減
効
果
、
営
農
経
費
節
減
効
果
、
作
物
生
産
効

果
及
び
維
持
管
理
費
節
減
効
果
が
算
定
さ
れ
て
い
る
。

の
削
減
合
理
化
の
方
策
に
関
す
る
報
告
)
等
を
受
け
、
両

の

波
及
効
果
の
算
定

事
業
の
投
資
の
効
率
化
、
一
層
の
調
整
の
円
滑
化
を
図
る

農
道
の
整
備
に
よ
っ
て
生
じ
る
新
た
な
開
発
や
経
済
活

動
の
再
編
成
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
波
及
効
果
の
計
測
は
重

要
で
あ
る
。

し
か
し
、
農
道
の
波
及
効
果
算
定
は
、
網
羅
的
･
定
量

的
に
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
直
接
･
間
接

的
効
果
の
内
部
関
連
に
つ
い
て
も
理
論
的
に
究
明
す
べ
き

余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
社
会
経
済
の
一
般
的

な
発
展
と
農
道
投
資
そ
の
も
の
に
よ
る
発
展
と
の
識
別
が

明
瞭
で
な
い
こ
と
な
ど
の
課
題
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
波

及
効
果
の
う
ち
計
測
が
可
能
な
一
般
交
通
の
走
行
経
費
節

減
効
果
と
安
全
性
向
上
効
果
等
が
生
活
環
境
整
備
効
果
と

し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
環
境
に
配
慮
し
た
構
造

に
よ
っ
て
地
域
の
景
観
等
が
保
全
･
創
造
さ
れ
る
効
果
を

景
観
保
全
効
果
と
し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
。

五

道
路
事
業
と
の
調
整

基
幹
農
道

(広
域
農
道
及
び
農
免
農
道
)
の
計
画
策
定

に
当
た
っ
て
は
、
幹
線
市
町
村
道
等
と
の
調
整
を
図
る
た

め
、
従
来
よ
り
建
設
省
等
道
路
担
当
部
局
と
協
議
･
調
整

を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
平
成
七

年
度
時
点
で
広
域
農
道
事
業
実
施
地
区
三
三
二
地
区
の
う

ち
、
二
〇
四
地
区
に
お
い
て
、
幹
線
市
町
村
道
等
の
一
般

道
路
と
事
業
間
調
整
を
と
り
な
が
ら
整
備
が
行
わ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
平
成
六
年
三
一月
の
財
政
審
報
告

(歳
出

事
業
の
投
資
の
効
率
化
、
一
層
の
調
整
の
円
滑
化
を
図
る

た
め
、
平
成
七
年
度
よ
り
両
省
間
に
連
絡
調
整
会
議
を
設

置
す
る
な
ど
以
下
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

①

都
道
府
県
に
お
け
る
措
置

両
事
業
の
効
果
的
な
投
資
及
び
整
備
の
推
進
に
努

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
道
路
担
当
部
局
と
農
林

担
当
部
局
の
間
に
連
絡
･
調
整
の
場
を
設
置
す
る
と

と
も
に
、
地
域
の
幹
線
道
路
と
幹
線
農
道
を
対
象
と

し
た
地
域
道
路
整
備
計
画
図
を
作
成
す
る
。

②

農
林
水
産
省
、
建
設
省
に
お
け
る
措
置

両
省
間
に

｢道
路
と
農
道
の
連
絡
調
整
会
議
｣
を

設
置
し
、
両
事
業
間
の
一
層
の
情
報
交
換
、
調
整
の

円
滑
化
を
推
進
す
る
。

六

お
わ
り
に

我
が
国
の
農
業
及
び
農
村
は
、
食
料
自
給
率
の
極
端
な

低
下
、
兼
業
化
の
進
行
、
混
住
化
の
進
展
等
大
き
な
変
化

を
遂
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
農
業

･
農

村
の
健
全
な
発
展
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
農
業
生
産

基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
中
核
農
家

(担
い

手
農
家
)
へ
の
農
用
地
の
利
用
集
積
に
よ
る
規
模
の
拡
大

等
、
農
用
地
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
を
促
進
す
る

必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
施
策
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

地
域
に
お
け
る
安
定
的
な
就
業
機
会
の
確
保
や
都
市
に
比



(農道の機能) 〈効 果 の 種 類〉

(1)農業生産の ①農道を直接走行 距離の短縮 走 行 経 費 の 走行経費節減
近 代 化 するこげ"よっ 節 滅 効 果　

　

　　
　
　
　

の
、

の

の
成

り

て生ずる効果 速度の変化 輸 送 時 間 の (農業交通)

短 縮 (一般交通)

輸送車種の 運 転 者 の 営農経費節減
変 化 疲労度の軽減 効 果
走 行 の 荷傷みの減少
スムーズ化

翳覊T黎割増家総遂
作物生産効果 口群生産向索

果 機 械 化 伴う生産の増加

農作業の機械化
能 率 化

③農道維持管理費の節減効果 維 持 管 理 費
節 減 効 果

(2)農村生活環 ④農村地域住民の厚生増大効果 安 全 性 向 上 ノ･生活環境整備封ぜ･同 上 ノ･生活環境整備
境の 改善 効 果 効 果

⑥農道の環境整備により地域の景観等が保全 ･創造される効果 ニ景 観 保 全
効 果

(3)そ の 他 ⑥土地等の資源の有効利用、生産、集出荷等の合理化に伴う効果

⑦農村のおける農業活動、その他の活動の促進効果 一一一- - 林 業 交 通 等
経 費 節 減

⑧農道整備に伴う投入資材、労働力の需要増によって生ずる種々 の波及効果

図 4 農道の機能と効果の分類

會辰林
水
産
省
構
造
改
善
局
建
設
部
開
発
課
農
道
整
備
調
査
官
)

こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
一
翼
を
担
っ
て
い
る
の
が

農
道
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
の
農
道
整
備
事
業
を
積
極
的

に
推
進
し
、
農
村
の
生
産
、
生
活
環
境
整
備
に
貢
献
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

べ
て
立
ち
遅
れ
て
い
る
農
村
の
生
活
環
境
の
整
備
を
図
る

等
、
総
合
的
に
農
村
地
域
社
会
の
整
備
を
図
る
必
要
が
あ

こ に - る 、
こ o

の



特

集
/
各
種
道
路
の
最
近
の
動
向
.嬢
釀
淡
“
、

林
道
事
業
の
概
要

河

野

元
信

一
は
じ
め
に

森
林
は
、
木
材
の
生
産
、
国
土
の
保
全
、
水
質
源
の
か

ん
養
、
森
林

レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
提
供
と
い
っ
た

個
人
的
あ
る
い
は
地
域
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
地
球
温
暖
化
の

防
止
な
ど
地
球
環
境
的
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
私
た
ち
の
日

常
生
活
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
森
林
の
有
す
る
多
く
の
機
能
は
単
に
自
然
の
推

移
に
任
せ
る
だ
け
で
は
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
持
続
的
な
林
業
経
営
活
動
の
展
開
や
適
切
な
森
林
の

保
育
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
高
度
に
発
揮

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
活
発
な
生
産
活
動
を
通
じ
て
健
全
な

森
林
の
維
持
や
造
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
我

が
国
の
林
業
は
、
木
材
価
格
の
低
迷
、
林
業
経
営
諸
経
費

の
増
嵩
、
山
村
地
域
の
過
疎
化
、
高
齢
化
等
の
労
働
力
事

情
の
悪
化
な
ど
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ
て
お
り
、

林
業
、
山
村
の
活
性
化
が
林
政
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
か
つ
て
、
林
道
は
林
産
物
の
搬
出

の
た
め
の
施
設
で
あ
る
と
の
認
識
が
強
か
っ
た
が
、
現
在
、

森
林
の
造
成
･
管
理
、
林
産
物
の
生
産
･
流
通
な
ど
林
業

生
産
の
全
過
程
を
通
じ
て
の
基
礎
施
設
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
る
と
と
も
に
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
高
度

に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
適
正
な
森
林
施
業
を
行
う
上
で
欠

か
せ
な
い
施
設
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
林
道
は
農
山
村

地
域
に
お
け
る
地
域
交
通
の
改
善
や
地
域
振
興
に
も
寄
与

し
て
お
り
、
そ
の
役
割
は
、
多
様
化
、
高
度
化
し
て
き
て

い
る
。

=

林
道
と
ば

｢林
道
｣と
い
う
用
語
を
条
文
に
有
す
る
法
律
は
、
林
業

基
本
法
、
森
林
法
等
の
森
林
･
林
業
に
関
す
る
も
の
な
ど

に
数
多
く
あ
る
も
の
の
、
｢林
道
｣を
定
義
し
て
い
る
も
の

は
な
い
。
こ
れ
は
、
林
道
の
概
念
が
歴
史
的
に
一
般
化
･

定
着
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

林
道
は
一
般
的
に
、
｢森
林
の
内
外
に
通
じ
、
森
林
の
総

合
的
か
つ
合
理
的
な
管
理
･
経
営
を
行
う
た
め
の
必
要
な

交
通
を
目
的
と
し
て
造
ら
れ
る
恒
久
的
施
設
｣
と
定
義
さ

れ
る
。

M

昭
和
六
二
年
七
月
閣
議
決
定
の

｢森
林
資
源
に
関
す
る

ャ行

基
本
計
画
｣
に
お
い
て
は
、
｢林
道
は
、
外
材
、
代
替
材
に

沽

互
し
て
競
争
し
得
る
効
率
的
な
林
業
経
営
の
展
開
や
森
林

フ

の
適
正
な
維
持
管
理
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
ま



た
森
林
空
間
の
総
合
的
な
利
用
の
推
進
、
山
村
の
生
活
環

境
の
整
備
、
地
域
産
業
の
振
興
等
に
と
っ
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
林
業
の
整
備
促
進
を
図
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。｣と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い

ろ
↓。こ

の
よ
う
に
、
林
道
は
農
山
村
地
域
に
お
け
る
交
通
施

設
の
一
部
と
し
て
地
域
の
生
活
環
境
の
向
上
や
産
業
振
興

に
も
資
す
る
な
ど
、
結
果
と
し
て
市
町
村
道
な
ど
の
一
般

道
路
と
同
様
の
機
能
を
併
せ
て
発
揮
す
る
も
の
も
多
い
が
、

林
道
は
林
業
経
営
及
び
森
林
管
理
の
基
盤
と
し
て
開
設
･

管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
道
路
法
上
の
道
路
と
は
性
格

を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

-ニ

林
道
整
備
の
方
針

1

森
林
計
画
の
体
系

森
林
は
、
そ
の
造
成
に
超
長
期
間
を
要
し
、
そ
の
多
様

な
機
能
を
高
度
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
一
定
の
ス
ト
ッ
ク

を
必
要
と
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
長
期
的
･
計
画
的
な
取

り
扱
い
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
は
、
林
業
基
本
法
、
森
林
法
に
基
づ
き

森
林
計
画
の
体
系
化
を
図
っ
て
お
り
、
林
道
は
、
林
業
経

営
及
び
森
林
管
理
の
た
め
の
基
幹
的
な
基
盤
施
設
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
段
階
で
整
備
計
画
量
等
を
定
め
て
い
る
。

2

林
道
の
整
備
目
標

林
道
の
整
備
目
標
は
、
林
業
基
本
法
第
一
〇
条
に
基
づ

く
｢森
林
資
源
に
関
す
る
基
本
計
画
｣
(昭
和
六
二
年
七
月

二
四
日
閣
議
決
定
)
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
本
計
画
で
は
、

林
業
を
取
り
巻
く
厳
し
い
条
件
を
克
服
す
る
上
で
の
林
道

整
備
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
、
労
働
事
情
、
林
業
技
術
体

系
等
を
踏
ま
え
て
、
き
め
細
か
い
森
林
施
業
の
展
開
に
見

合
っ
た
合
理
的
な
林
業
経
営
と
森
林
管
理
の
た
め
に
必
要

な
林
道
延
長
を
確
保
す
る
た
め
、
二
八
万
五
、
0
0
0
如

森林整備事業 計画

林
た
箇

　
　

全
資
て

'に
た

を
整
備
目
標
と
し
、
森
林
に
対
す
る
多
様
な
要
請
に
こ
た

え
得
る
森
林
資
源
が
整
備
で
き
る
よ
う
、
お
お
む
ね
平
成

三
七
年
ま
で
に
全
量
を
完
了
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
森
林
法
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
農
林
水
産
大

臣
が
樹
立
す
る
｢全
国
森
林
計
画
｣
に
お
い
て
は
、
｢森
林

資
源
に
関
す
る
基
本
計
画
｣
に
即
し
て
一
五
年
間
の
林
道

整
備
量
が
計
画
さ
れ
て
い
る
o

　　　　　　　　　　　　　　　
森林計画区に係る民有林について, 5年ごとに
たてる10年間の計画。

地域 勢計画区ごとの10年間“こ達成すが

き林道の路線及び開襄延長量を計画する

画

…

系

　　
　

実
の
…

　
　

　

　
　
　図

森林資源に関する基本計画

林業基本法第10条の規定に基づき政府がたてる。

森林資源整備の目壕に基づき, 森林の施

備の目標て総量)を定めるo


